
第１章 韓国の障害者雇用制度

はじめに

韓国における障害者（１）に関する雇用制度は，一般雇用体系における障害者

雇用制度といわゆる保護雇用体系における雇用制度に分けることができる。

保護雇用制度とは ILO９９号勧告によれば，通常の競争的な雇用に耐えられな

い重度障害者のための保護的な環境の下での労働法規に基づいた雇用のこ

とである（２）。さらに，障害者に関する保護雇用制度は福祉法制度上の障害者

が一定の「仕事」を行う作業所（ ）の事業体系と標準作業所（日本に

おける特例子会社）等の障害者雇用法上の制度，障害者を含む一般就労が困

難とされる脆弱階層全体を対象にした社会的企業制度に分けることができ

る。

また上記とは別の枠組みとして，障害に基づく差別を禁止する差別禁止

法制度が併用されている。欧米諸国の障害者に関する雇用制度や保護雇用

制度，差別禁止法制度等との比較からみると，韓国の障害者雇用関係の法

制度はかなり整備されてきているといえる（３）。

この背景のひとつに雇用重視の政策がとられてきたことがある。韓国は

１９９０年代後半にアジア通貨危機といわれる金融危機に直面し，国際通貨基

金（IMF）の管理のもとで構造調整政策を行ってきた。その後は一定の経済

成長が続き，２０１１年の貿易量は約１兆ドルを超え，世界経済における韓国

の存在感は大きくなってきている（４）。しかし一方で，後述の通り実質的な失
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業者の数は減っておらず，とくに高学歴若年層の就職率は改善されていな

い。全賃金労働者に占める非正規労働者の比率は，労働基準法上の保護を

受けないものも含めると半数を超える状況である（白井［２００８：１２５］）。２００３

年以降「持てる者と持たざる者」の格差を表す「両極化」という言葉がマ

スコミをにぎわしてきた（白井［２００８：１２４］）。少子高齢化の進行など他の社

会的事情も絡み，１９９０年代後半以降，歴代政権は雇用を重視する政策を展

開してきたのである（５）。こうした流れが，２００６年の障害者も含む一般雇用が

困難な階層の働く場の創出を目的とした社会的企業育成法（ ）

の制定にもつながっている。これは一面において脆弱な社会保障制度と表

裏一体の関係にある。OECDの統計によれば，韓国のGDPに対する社会保

障関連の支出の比率は，OECD諸国で最下位圏である。OECDの２００７年の

統計によれば，韓国は OECD加盟３４ヵ国中，GDPに占める社会支出の割合

が１０％に満たずメキシコに次いで低いとされている（OECD Public and private

social expenditure in percentage of GDP in２００７）（６）。

障害の分野でいえば，たとえばようやく障害基礎年金が２０１０年から法制

度化された。しかし，制度化の初期段階ということもあり，支給額は月１５

万ウォン程度であり，受給権者は重度障害者のみでかつ厳しい所得制限が

ある（７）。他に各自治体の手当等があるにせよ，独立した生計を立てることは

困難である。これは，所得の確保・保障についてはおもに「働くこと」す

なわち雇用政策によって充実させるというこの間の政策の結果であり，韓

国社会の課題である格差の是正をどこまで実現できたのかという点では課

題が多い。

しかしながら，欧米先進諸国の制度を参考にさまざまな制度を積極的に

取り入れ運用している韓国の障害者雇用関係法制度を考察することは，日

本を含めたアジア各国の障害者労働，雇用法制度の今後のあり方を考える

うえでたいへん参考になる。とくに日本においては障害者の制度を全般的

に見直して改革するため，２００９年に内閣総理大臣を本部長とする「障がい

者制度改革推進本部」が設置され，そのもとで内閣府に「障がい者制度改

革推進会議」および「総合福祉部会」等が設置された（８）。障害者権利条約の

批准とその規定に基づいた制度への改革を目的とし，そのための集中的な
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議論が行われている。そこでの議論からも雇用・労働問題は大きな課題を

抱えており，韓国の多様な制度と運用実態は多くの示唆を与えてくれる。

日本にとっても差別禁止法制度と保護雇用制度の確立は喫緊の課題であり，

障害者権利条約の国内履行にも大いに関係してくる問題でもある（９）。

本章では障害者権利条約の規定を手がかりにしながら（１０），韓国の一般雇

用体系における割当雇用制度を中心とする雇用促進のための制度と障害者

差別禁止法等の差別禁止法制度，保護雇用制度としての社会的企業育成の

ための制度に焦点を絞り考察する。そして日本をはじめとするアジア各国

の障害者雇用法制度のあるべき方向性の提示を試みる。

第１節 概要―雇用・労働部門における障害者

韓国には障害者福祉法（ ）（１９８９年制定）に基づいた日本の手

帳制度と類似する登録制度があり，２０１１年１２月現在，登録障害者数は約２５１

万９０００人（全人口の約５％）で，１級から３級までの重度障害者数は約９９万

２０００人となっている（１１）。まず，これら障害者の生活状況を数値からみるこ

とにする。

月平均所得については，障害者がいる世帯の平均は１８１万９０００ウォン，全

体の世帯平均は３４０万４０００ウォンで障害者世帯の月平均所得は全体の世帯平

均のそれの５３．４％である。経済活動参加率は，障害者は４１．１％（男性障害者

は５２．２％，女性障害者２５．５％），全人口では６１．５％（男性７３．６％，女性が５０．０％）

となっている（ （労働省・韓国障害者

雇用促進公団雇用開発院）［２００９：１０―１１］）。全般的に障害者とそうでない人と

の所得や経済活動参加率の格差は著しい。とくに女性障害者の経済活動の

参加が困難であることが読み取れる。

就業形態における障害者の地位の分布であるが，障害者全就業者に占め

る割合は常勤労働者２４．７％であり，一般就業者全体のそれは３８．２％である。

パートが２０．４％，自営業が４０．４％で一般就業者のそれぞれの９．０％および

２５．３％などから，働いている障害者の就業形態は障害のないそれと比べ，
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常勤職が少なくパートと自営業の割合が非常に高いことがわかる。

失業率については，一般男性が３．５％であるのに比べ男性障害者が８．８％，

女性障害者は６．９％で一般女性のそれが３．６％となっている。しかしこの失

業率の数字には，実質失業人口に含まれる「就職準備者」，「休んでいる人」，

「１８時間未満労働者のうち追加で就職を希望している人」が除かれており，

実際に実質失業人口をすべて含む実質失業率は，はるかに高いと思われる。

障害者においても最初から就労を放棄している場合も考えられ，数字と実

態にはかい離があると思われる。

第２節 割当雇用制度を中心とする障害者雇用促進制度

１．割当雇用制度導入の経緯

韓国の障害者雇用政策は，他の国々とほぼ同様に傷痍軍人への保護政策

から始まっている（１２）。１９５０年に「軍事援護法」（ ），１９５１年には

「警察援護法」（ ）が制定された。さらに，１９６１年に「軍事援護保

護対象者雇用法」（ ）が作られ，傷痍軍人等への雇

用支援が行われることとなった。１９６３年には「産業災害補償保険法」

（ ）が制定され，労働災害被害者への職業リハビリテー

ション制度が開始された。しかし，これらの制度の対象者は非常に限られ

ていた。これが大きく変わるのが１９７０年代後半からである。１９７７年に「特殊

教育振興法」（ ），１９８１年の国連国際障害者年に「心身障害者

福祉法」（ ）が制定され，障害者施策の対象者が飛躍的に広

がった。こうした流れを受けて，１９８２年に韓国で最初となる身体障害者全

般の雇用促進と就労支援のための法律となる「職業安全法」（ ）

が制定されたが，同法の実効性は低かった。８０年代中盤以降，民主化運動

や労働運動が盛んになり，同時に障害者運動も雇用問題を中心に展開され

始め，１９８７年の大統領選挙で障害者雇用の促進が公約とされた（�［２００７］）。

翌年の１９８８年にパラリンピックがソウルで開催されるなど障害者施策への
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関心が高まったこともあり，同年１２月，割当雇用制度を盛り込んだ「障害

者雇用促進等に関する法律」（ ）が制定された

のである。割当雇用制度が実際に運用されたのは１９９０年からであり，１９９９年

「障害者雇用促進及び職業リハビリテーション法」（

）に改正され現在に至る。

２．障害者雇用促進および職業リハビリテーション法

（１）概要

障害者雇用促進および職業リハビリテーション法（以下，障害者雇用促進

法）は韓国の障害者雇用に関する主たる法律（１３）であり，６章８７条と附則５

条からなる。日本の障害者雇用促進法を参考にしており，制度上の多くの

類似点がある。障害者雇用促進法のおもな内容は以下のとおりである。

第２条では法の適用範囲を定めている。第１項で「『障害者』とは，身体

又は精神上の障害により，長期間に渡り職業生活に相当な制約を受ける者

であり，大統領令で定めた基準に該当する者をいう」とし，第２項で「『重

度障害者』とは，障害者のなかで，労働能力が顕著に喪失された者であり，

大統領令で定める基準に該当する者をいう」としている。障害者福祉法で

は障害種別は１３種６級であるが，障害者雇用促進法上は政令で１５種６級ま

でとされている。原則は２級以上が重度障害者となるが，四肢や呼吸器障

害は３級までが重度といったように差別化はされている。第２２条では標準

事業場支援を定めている。標準事業場（ ）とは日本の特例子会社

に相当し，企業が障害者を雇用するための子会社を作ってその子会社に障

害者を雇用すると，親会社の障害者雇用率にカウントされる制度である。

２０１０年時点で運営中の事業場が８４ヵ所にのぼり，３８８０人が常勤労働者で，そ

のうち重度障害者は１４５２人となっている（１４）。

第３章（第２７条から第４２条）は割当雇用制度についての規定である。制度

の内容は日本の制度と類似している。

第２７条で義務雇用制度（法定雇用率）を定め，第３０条で障害者雇用奨励金

の支給について定めている。雇用奨励金は，日本の雇用率達成事業主に対

第１章 韓国の障害者雇用制度
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して支給される障害者雇用調整金に該当する。日本の場合は雇用率を超過

した一人当たり一律に月額２万７千円が支給されるが，韓国は義務雇用し

なければならない障害者の人数を差し引いた数に，最低賃金法に定めた最

低賃金額の範囲内で一定の計算方法にしたがった金額を支給する。

第３３条は障害者雇用負担金の納付についての規定である。これは日本で

いう雇用率未達成事業主に対する障害者雇用納付金制度のことである。日

本では，常用労働者２００人以上の事業所につき，雇用率に不足している一人

当たり月額５万円を徴収する。韓国では，５０人以上１００人未満の事業所を除

く義務雇用対象事業所で，義務雇用率に満たない事業者は，事業主が法定

雇用率にしたがって雇用しなければならない障害者の総数から毎月常時雇

用している障害者の人数を差し引いた数に負担基礎額を乗じた年間の合計

額を負担する，とされている。

第４章は韓国障害者雇用公団（１５）の設置についての規定である。障害者雇

用負担金や調整金の取り扱い，障害者雇用における調査・研究・啓発など，

障害者雇用制度の中心的な役割をしている公的機関である。職員は６３０人で

あり，本部と雇用開発院，支社と職業訓練それぞれ１５カ所で運営されてい

る。年間予算は約２４００億ウォン規模である。

同法の管轄部署は雇用労働省障害者高齢者雇用課である。

（２）法定雇用率について

韓国では，政府部門（国および地方自治体）と民間部門（民間企業，公共機

関）によって法定雇用率が異なる。公共機関とは，公企業あるいは政府が出

資している機関のことである。割当雇用制度は制度の導入以降強化されて

きている。１９９０年の導入期には，政府部門と民間部門の法定雇用率は１．１％

であり，その後段階的に１９９３年までに２．０％に引き上げられた。以降２００４年

までは，政府部門，民間部門ともに法定雇用率が２．０％とされていたが，政

府部門は２０００年の法改正時までは努力義務であった。２００７年には政府部門の

法定雇用率が３．０％に引き上げられ，さらに２０１０年には民間部門の中の公共

機関についても３．０％に引き上げられた。それまでの民間主導からはっきり

と政府，公共機関が先導する形となったのである。現在は，政府部門では，
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政府・地方公共団体の公務員は３．０％で非公務員は２．３％，公企業と準政府

機関は３．０％でその他の公共機関は２．３％となっており，民間部門では２．３％

である。民間部門については，２０１２年に２．５％に，２０１４年には２．７％に段階的

に引き上げられる予定である（ （韓国障害者雇

用公団雇用開発院）［２０１０b：２４―３１］）。ちなみに日本は，民間企業が１．８％，国，

地方公共団体，特殊法人等２．１％，都道府県等の教育委員会が２．０％となっ

ているが，法定雇用率の算定方法が異なるために諸国間の制度の単純比較

はできない。韓国の場合，法定雇用率の算定式は存在せず，障害者の数や

企業の障害者雇用率，障害者の失業者数等を考慮し，５年ごとに５％以内

で調整するとなっている（障害者雇用促進法第２８条第３項）。日本は，「常用労

働者数－適用除外労働者数＋失業者数」（分母）で「障害者である常用労働

者数＋障害者である失業者数」（分子）を割るという方式である。

また，法定雇用率の義務の対象についても拡大されてきている。２００４年

から，それまでの対象事業所の規模について常勤労働者３００人以上であった

ものを５０人以上の事業所に拡大した。障害者雇用負担金の納付義務は常勤

労働者１００人以上の事業所となる。現在の日本は２００人以上の常勤労働者の

事業所が対象である。

２０１０年度の韓国の雇用達成率は，政府部門が２．４０％，民間部門が２．２１％で，

全体として２．２４％であった。

さらに，重度障害者を１名雇用することを障害者雇用促進法上障害者２

名雇用することとみなす重度障害者のダブルカウント制度を２０１０年より試

験的に導入しており，その妥当性の判断は今後の結果に委ねられている（１６）。

（３）小括

韓国における割当雇用制度は確実に発展してきているといえよう。法定

雇用率の引き上げや対象事業所の拡大などをみてもこれは明らかである。

こうした現状をふまえながら，新たな国際人権規範たる障害者権利条約の

規定の視点も取り入れつつ，日本にも通じる課題をいくつか挙げておく。

まず，割当雇用制度の限界についてである。日本と同様，雇用の促進を

目的とする法律の性質上，労働の質や雇用の継続性・安定性の確保に効果
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がある制度となっていないと考えらえる（１７）。また制度の継続性について，

韓国は障害者雇用促進施策における雇用負担金への依存度が非常に高く，

雇用負担金の使途の範囲もフランスやドイツ，日本と比べ広い。雇用保険

基金の活用など財源の多元化等が求められている（

（韓国障害者雇用公団雇用開発院）［２０１０a：１７―５５］）。

つぎに，ダブルカウント制度についてである。韓国が試験的に導入する

こととした理由は重度障害者の雇用が進まないこと，民間企業に厳しい経

済的状況のなかでの法定雇用率の引き上げに加え，脱施設の理念が社会的

に広まってきたことを受けて，重度障害者の雇用の受け皿を増やすべきと

いうことであった（１８）。ダブルカウント制度の運用国の重度障害者の雇用が

増加しているという統計も出されている（１９）。しかし，障害者権利条約の視

点から制度の在り方の検討が必要だろう。障害者権利条約は第１条（目的）

で「すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な

享有を促進し，保護し，及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊

重を促進すること」と規定し，一般原則を定めた第３条（a）で「固有の尊

厳，個人の自律（自ら選択する自由を含む。）及び個人の自立の尊重」とある。

一般原則は障害者権利条約の骨格であり，解釈や実施における基本的指針

となる重要な規定である（川島・東［２００８］）。また，第２条で障害に基づく

あらゆる区別，排除，制限を「障害に基づく差別」と定義し，第４条，第

５条等で禁止している。ダブルカウント制度は障害者の尊厳に関連するこ

とであり知恵を絞るべき問題であろう（２０）。フランスは２００５年にダブルカウ

ント制度を廃止し，日本においても障がい者制度改革推進会議等で見直し

の意見が出ているなか，今後の韓国の動きに注目したい。

三つ目に標準事業場についてである。担当部署によれば，雇用の安定性

や大企業の社会的責任の面で推進すべきもので，波及効果が他の会社に及

ぶことが期待されるといったことから，非常に肯定的であった（２１）。しかし，

大企業の子会社であるが親会社との人事交流はほとんどなく昇進や給与体

系も別で，おもに障害者のみを集めた労働環境が，障害者権利条約第２７条

に定められている「障害者に対して開放され（open），障害者を包容し

（inclusive），及び障害者にとって利用しやすい（accessible）労働市場及び労
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働環境」なのか。また，同条約第３条は（b）で「無差別」（non discrimination），

（c）で「社会への完全かつ効果的な参加及び包容」（Full and effective

participation and inclusion in society）を一般原則として規定しており，これら

と抵触しないのか。もちろん，韓国の標準事業場や日本の特例子会社が障

害者の雇用の増進に大きな役割を果たしていることを否定するものではな

い。とくに重度の障害を持つ人や知的障害者にとって雇用の機会が増大し

たのは確かであり，この間の蓄積から職域の拡大や質の向上にも貢献して

いる。これらの点をふまえながらも障害者と障害のない人をできるだけ分

離しない方法を追求すべきである（２２）。

第３節 差別禁止法制度

１．差別禁止制度の導入の経緯

１９９０年代から障害分野全般についての差別禁止法制に対する関心も高ま

り，制度の整備も進んだ。２０００年には「国家人権委員会法」（

）を根拠法とした国家人権委員会（ ）が設置され，障

害分野を含むあらゆる領域の人権救済について担当する機関が誕生した。

また，２００７年３月６日の国会で，６章５０条からなる「障害者差別禁止及び

権利救済に関する法律」（「 」，以下「障

害者差別禁止法」）が採択された。２００８年４月から段階的に施行され，現在に

至っている（２３）。障害者差別禁止法における救済機関は国家人権委員会とさ

れた。

本節では，障害者雇用の問題を考えるうえでの大きな柱のひとつとなる

差別禁止法制度の下で，障害者の雇用問題がどのように取り扱われている

か，国家人権委員会法と障害者差別禁止法を中心に概観する。

第１章 韓国の障害者雇用制度
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２．国家人権委員会法

国家人権委員会法は２００１年より施行されている（２４）。当時の金大中政権の

公約により，「国家機構の地位に関する原則」（国際連合総会決議４８／１３４。いわ

ゆるパリ原則）に基づいて設置された国家人権委員会の組織法である。立法，

行政，司法の三権から独立した国家機関であり，権利侵害や差別からの救

済がおもな役目となる。障害者差別禁止法の第一義的な救済機関となるた

め国家人権委員会の役割は大きい。

同法第２条で「平等権侵害の差別行為」について，性別や障害，年齢，

社会的身分などの１８の類型を理由にした，雇用や財，サービス利用，交通

手段，教育における特定の者への優待，排除，区別，不利益取り扱い，ま

た，セクシャルハラスメント行為と規定している。雇用に関しては，「雇用

（募集，採用，教育，配置，昇進，賃金および賃金以外の金品支給，資金の融資，

定年，退職，解雇等を含む）と関連して，特定の人を優待，排除，区別し並び

に不利に取り扱う行為」を平等権侵害の差別行為と定義づけている。対象

はすべての国家機関と民間機関である。

障害者差別禁止法は救済について手続きと権限を定めており，まず同法

第３８条で国家人権委員会に対する申立て（２５）について規定している。差別行

為の被害者に限らず，その被害を知った人や団体も申立てが可能である。

調査や救済のための障害者差別是正小委員会が国家人権委員会に設置され

（第４０条），調査が実施され，必要な場合は障害者差別禁止法の定める救済

措置のみならず，第４１条が国家人権委員会法第４０条から第５０条を準用して

おり，これに基づく救済措置も準備されている。すなわち，�事件の公正
な解決のために必要な救済措置を当事者に提示して合意を勧告する「合意

勧告」（第４０条），�調停委員会による調停と調停に代わる以下の決定：（�）
差別行為の中止，（�）原状回復，損害賠償その他に必要な救済措置，（�）

同一又は類似の人権侵害の再発を防止するために必要な措置（第４２条），

�「救済措置等の勧告」：法律，制度，政策，慣行の是正又は改善の勧告
（第４４条），�「告発および懲戒の勧告」（第４５条），	「緊急救済措置の勧告」
（第４８条）等，多様な救済手段が存在する。
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３．障害者差別禁止法

障害者雇用政策におけるひとつの核をなす法制度となる。本法の制定と

施行により，韓国は割当雇用制度と差別禁止法制度が併存するアジアでは

最初の国となった。これは，１９９５年にイギリスが障害者差別禁止法（Disability

Discrimination Act１９９５）を制定した際に割当雇用制度を廃止したことから，

これら二つの法制度が両立できるかどうかという問題と関係する。これに

ついては本節の小括で言及する。

障害者差別禁止法のおもな内容を簡単に記す。第１条では「障害者の完

全な社会参加と平等権の実現を通じて，人間としての尊厳と価値を具現す

ること」を立法の目的とし，「すべての生活領域で障害を理由とした差別を

禁止し，障害を理由に差別を受けた人の権益を効果的に救済すること」を

定めている。第１章の総則規定では，定義規定のほか，差別禁止（第６条）

と自己決定権・選択権並びに選択権を保障するために必要となるサービス

と情報が提供される権利（第７条）を定め，第２章・第３章で各生活領域に

おける差別禁止の実体規定となり，第４章・第５章・第６章が救済に関す

る規定となる。障害者差別禁止法の管轄部署は保健福祉省障害権益支援課

である。

総則においては，�直接差別，�間接差別，�正当な便宜の拒否，�広
告による差別という四つの類型の障害を事由とした差別を禁止している（第

４条）。これは障害者権利条約で禁止が要請されている障害に基づく差別の

三類型を充足する（２６）。また，本法の大きな特徴としては「正当な便宜」

（「 」）の提供が義務付けられ，提供を拒否した場合は障害を事由

とした差別であると規定しているところである。「正当な便宜」については，

障害者権利条約の合理的配慮とほぼ同義である（崔［２０１０b：５１―５３］）。

第２章の各則第１節第１０条から第１２条が雇用に関する実体規定であり，

障害者差別禁止法施行令第５条から第７条並びに別表１で正当な便宜の適

用範囲や適用時期等を規定している（２７）。ここでは正当な便宜提供義務を，

３００人以上の常用労働者を使用する事業所については２００９年度から，１００人か

ら３００人未満の事業所は２０１１年度から，５０人以上１００人未満の事業所は２０１３年

第１章 韓国の障害者雇用制度
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度より課すとしている。

第１０条（差別禁止）第１項で「使用者は，募集，採用，賃金及び福利厚生，

教育，配置，昇進，転勤，定年，退職，解雇において，障害者を差別して

はならない。」，また，第２項では「『労働組合及び労働関係調整法』第２条

第４項による労働組合は，障害者労働者の組合加入を拒否し，又は組合員

の権利及び活動によって差別をしてはならない。」と定めている。正当な便

宜供与義務を定めた第１１条では，「障害者が該当職務を遂行することにおい

て，障害者ではない人と同等の労働条件で仕事することができるよう，次

の各号の正当な便宜を供与しなければならない。」とし，「１．施設・装備

の設置又は改造，２．リハビリテーション，機能評価，治療等のための労

働時間の変更又は調整，３．訓練の提供又は訓練における正当な便宜供与，

４．指導マニュアル又は参考資料の変更，５．試験又は評価過程の改善，

６．画面朗読・拡大プログラム，携帯用点字ディスプレイ，拡大読書器，

印刷物音声変換出力機等，障害者の補助器具の設置・運営と朗読者，手話

通訳者等の補助人の配置」と内容を例示列挙している。第２項では障害を

理由に障害者の意思に反する職務配置を禁じている。第１２条では障害の有

無について原則的に医学的検査を禁止している。

４．救済手続き

先述のとおり「正当な便宜」に関連する申立ても含め，障害者差別禁止

法においては国家人権委員会が第一義的な救済機関となる。上述の通り救

済の多様な形態が準備されてはいるものの国家人権委員会の権限は「勧告」

にとどまる。しかしながら，勧告の実効性についてはかなり高いという結

果が出ている（崔［２０１０b：３３］）。

さらに障害者差別禁止法第４２条から第４５条において，法務大臣による是

正命令に基づく救済が準備されている。国家人権委員会の勧告を正当な理

由なく履行せずかつ下記（�）から（�）のいずれかに該当し，被害の程度

が深刻であり公益に及ぼす影響が重大である場合，法務大臣は是正命令を

出すことができる。すなわち（�）被害者が多数である差別行為に対する勧
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告不履行，（�）反復的差別行為に対する勧告不履行，（�）被害者に不利益

を与えるための故意の不履行，（�）その他に是正命令が必要な場合であり，

是正命令に従わない場合は３０００万ウォン以下の過料に処することができる

（第５０条）。是正命令によっては任意履行がない場合の執行が必ずしも容易

ではないため，履行を過料によって担保しているものと考えられる。

また，裁判救済については，故意・過失等の不法行為責任の立証責任の

転換，損害額の推定やみなし規定（第４６条），差別行為の有無に関する立証

責任の配分（第４７条）規定をおき，裁判手続きにおける被害者の救済の道を

広げている（崔［２０１０b：４４］）。

５．雇用分野の申立ての件数と事例

２０１０年の雇用分野の申立て件数をみてみることにする。全体の申立件数

は１６７７件（７４５件）でありそのうち８１件（６５件）が雇用分野である。（ ）内

の数字は２００９年度の件数であり，大幅に増加している。雇用のなかの分野

別内訳をみると，募集・採用が２７件（３３．３％），退職・解雇が１４件（１７．３％）

となっており，次いで配置１３件（１６．０％），賃金・福利厚生１２件（１４．８％），

昇進と職務関連が３件（３．７％），その他９件（１１．１％）となっている。これ

は，雇用の入り口での障壁が高く，解雇などに直面する障害者が多いとい

うことを意味する（ （国家人権委員会）［２０１０b：１８―１９，２０１１：

３０―３７］）。

雇用分野における申立て案件の処理状況を紹介する。これは２００９年１月

から１２月の統計であるが，国家人権委員会の調査等の結果の傾向を知るに

は参考になるだろう。雇用分野の申立件数７８件のうち，勧告が２件，合意

による終結が５件，調査中終了１１件（取り消し６件，申し立て事実や内容の変

更等による棄却５件），権利救済の非対象として棄却案件が１７件，調査対象で

ないために申立てを却下された案件が４２件，移送１件となっている

（ （国家人権委員会）［２０１０b：３２］）（２８）。大部分が勧告まで至ら

ずに解決あるいは終了していることがわかる。国家機関による調査や斡旋

が当事者にとってかなりの圧力になっていることが考えられる。

第１章 韓国の障害者雇用制度
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注目すべき事例を挙げる。障害者差別禁止法施行以後初めて，法務大臣

による是正命令が下された最初の案件が雇用分野の案件であった。ある公

共機関で働いていた男性が２００４年に外傷性脳内出血により６０日の病欠と６

か月の休職の後，左半身不随状態で現職復職となった。さらに，２００７年か

ら１年間休職した後に復職した。使用者は，２００８年８月，左半身不随の状

態では職務に堪えることができないとして，職権免職決定をしてこの男性

に通告した。男性は同年８月２２日に国家人権委員会に申立てを行い，２００９

年８月，国家人権委員会が被申立人に対して申立人を復職させ，再発防止

対策と国家人権委員会が行っている障害者差別に関する人権教育を受ける

ことを勧告した。法務省は２００９年１０月に国家人権委員会より勧告の通告を

受けた。申立人は被申立人が故意に勧告を履行していないとして２０１０年１

月，法務省に是正命令を申請した。そして，２０１０年４月２８日，法務省が申

立人の復職を命じ，被申立人が障害者差別に関する人権教育を受けるべき

旨の是正命令を決定した。これによって同年５月２５日付で復職となり，６

月には人権教育が実施された，というものである。（国家人権委員会 障害者

差別是正委員会 勧告受容報告【障害を理由とした職権免職】（事件番号：０８陳差

９４５））。これは，障害者差別禁止法の実効性を担保する前例となろう。

６．小括

まず，割当雇用制度と差別禁止法制度の両立の問題についてである。韓

国においても差別禁止法を制定するに当たり，上述のイギリスの例から当

初，経済界から割当雇用制度の廃止を主張する声も聞かれた。しかし，こ

れについては，平等性の観点から，結果の平等をめざす割当雇用制度と機

会の平等をめざす障害者差別禁止法は，障害者の社会参加と雇用のために

相互補完的な役割を果たすものとされている。フランスやドイツ，オース

トリアなど両制度が存在している国をみても差別禁止法制度導入後にも割

当雇用制度に大きな変化はなく，韓国も同様に割当雇用制度に大きな変化

がない（ （韓国障害者雇用公団雇用開発院）［２０１０

b：１４―１８］）。両制度は相互補完的機能をもちうるということで議論は整理さ
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れつつあるように思われる（崔［２０１０a：２７７―２７９］）。

つぎに障害者差別禁止法における差別認定のなかで，とくに正当化事由

に関する部分である。同法第４条第３項では，差別行為にはならない正当

化事由が以下の通り規定されている。

１．第１項の規定により禁止された差別行為を行わないことにおいて，

過度な負担や著しく困難な事情などがある場合。

２．第１項の規定により禁止された差別行為が特定の職務や事業遂行の

性質上，不可避な場合。この場合，特定職務や事業遂行の性質は，

教育等のサービスにも適用されるものとみなす。

解雇事例については少しずつ決定事例が蓄積されつつあるが，課題とな

るのは正当な便宜である。国家人権委員会の決定事例集には，雇用分野に

おける正当な便宜に関連して５件の事例が記載されている。障害を理由に

一方的に解雇や免職，待機発令を行った事業主が，解雇等を行う前に正当

な便宜を提供しなかった，あるいは，正当な便宜を提供すれば正常な業務

遂行が可能かどうか判断する過程を省略した事例や，公務員採用試験の面

接試験の際に言語障害をもつ障害者に正当な便宜を提供しなかったという

事例である（ （国家人権委員会）［２０１０a：３―５４］）。しかしここ

では，具体的に正当な便宜の内容や正当化事由に関連する基準等は示され

ておらず，今後，それらの明確化が必要である。ある程度の基準等が示さ

れないと法律が恣意的に解釈されるおそれがあるためである。

最後に救済についてである。先述の事例に示す通り，法務大臣による是

正命令が下され被害者が救済された点は注目に値する。障害者差別禁止法

の実効性についての判断の材料となる。しかし，先述の事例でも国家人権

委員会の勧告から法務省の是正命令が出されるまでの８ヵ月以上，被申立

人は国家人権委員会の決定を無視していたということであり，こうした期

間を短くするためにも是正命令制度の活性化と勧告以後の監視をさらに強

化すべきである，という課題提起もされている（ （国家人権委

員会）［２０１１：３７５―３７６］）。
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第４節 社会的企業と社会的企業育成法

１．社会的企業

日本でも長年いわゆる福祉的就労と一般就労における雇用促進という二

分法的な制度運用によって，実質的に労働をしている形態にありながらも

労働法規が適用されずに無権利状態におかれている障害者が多数存在して

いる（２９）。障害者権利条約第２７条第１項（a）では，あらゆる形態の雇用にか

かるすべての事項における差別を禁止している。こうした国際人権法の観

点からも，既存の二分法的制度を超えた新しい制度整備が求められており，

欧州で発展してきたさまざまな形の保護雇用制度がひとつの参考になる（松

井［２００８：１７８―１７９］崔［２０１０a：２７７―２７９］）（３０）。そのひとつの形態が「社会的

企業」である。

韓国では２００６年１２月８日，社会的企業育成法が制定され，翌２００７年７月１

日から施行されている。「社会的企業」という名称を持つ法律はイタリアと

韓国のみに存在する（岡安［２００８］）。一般的に社会的企業とは社会的課題の

解決を目的として収益事業に取り組む事業体のことである（岩田［２００９：４７］）。

欧米，とくにイギリスを中心に発展してきたものであり「ソーシャルエン

タープライズ」，「ソーシャルベンチャー」とも称される。多様な形態を持

ち，社会志向型の営利組織，協同組合などの中間形態の事業体，一般企業

の社会的事業の一部も入れて「社会的事業」と総称される（白井［２００８：

１２７］）。以下にみるように韓国でも法律で社会的企業の定義を行っている。

日本をはじめとするアジア諸国の障害者の保護雇用制度における先駆的

な取り組みとなる韓国の社会的企業育成法の内容，意義，現状の課題等を

検討し小括する。
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２．社会的企業育成法

（１）成立の経緯

社会的企業育成法は社会的企業（３１）の設置，支援のための法律である。本

章冒頭で触れたとおり，韓国は１９９７年からの IMFによる構造調整以後，経

済成長しつつも雇用状況は好転せず非正規雇用が増大し貧富の格差が「両

極化」していた。２０００年から始まった保健福祉家族省（当時）の「自活支援

事業」と２００３年に始まった労働省（当時）の新しい雇用の場（ ）を創

出するための「社会的雇用事業」が始まったのが社会的企業の根源である。

同じ年，労働省から「社会的就労創出方案研究」という研究報告が出され，

同年後期より「社会的就労事業団」事業が実施され，政府内での社会的雇

用に対する取り組みが本格化している（岡安［２００８］）。障害分野における社

会的企業の議論が行われるようになったのは２００３年４月の大統領主催の国

務会議であった。同年７月，大統領秘書室貧富格差および差別是正企画タ

スクフォースチームが国政課題討論会で障害者雇用を目的とした社会的企

業という意味で「障害者社会的企業」という名称の使用を試みたが，既存

の障害者多数雇用事業所，標準事業場との混乱が起きるとの指摘がなされ，

その後その名称は使われなくなったという（ （チャンウォンボン）

［２００９：４］）。しかし障害分野の独自の議論があったことは興味深い。その

後，当時野党であったハンナラ党により社会的企業育成法案が国会に提案

された。当時の与野党双方が基本的に社会的企業の育成に賛成していたな

かで，２００６年１２月８日国会で採択され，２００７年７月１日より施行，２００７年１０

月から認証を開始している。

２０１２年１月現在で認証社会的企業の数は６４４であり，その約１年前となる

２０１０年１２月の５０２に比べて大幅に増加している（３２）。管轄部署は雇用労働省社

会的企業課である。

（２）内容

本法は２１条と付則からなり，さらに１４条からなる社会的企業育成法施行

令（ 。以下，施行令）がある。ここではおもな規定に
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絞って検討する（以下社会的企業育成法の邦訳は筆者）。

まず，法の目的である。第１条に「この法律は，社会的企業を支援し我

が社会で十分に供給されていない社会サービスを拡充し，新たな雇用の場

を創出することにより，社会統合と国民の生活の質の向上に寄与すること

を目的とする。」とあり，第２条第１号には「『社会的企業』とは，脆弱階

層に社会サービス又は雇用の場を提供し地域住民の生活の質を高める等の

社会的目的を追求しながら，財及びサービスの生産販売等，営業活動を遂

行する企業として第７条（社会的企業の認証）の規定により認証を受けたも

のをいう」という社会的企業の定義がされている。注目すべき点は，社会

統合（social inclusion）を法の目的のひとつにおいていることである。社会で

ともに生きる，孤立させない，排除しない，という意であり，社会への完

全かつ効果的な参加と包容（inclusion）という障害者権利条約の一般原則

（第３条）に合致する。

この法における「脆弱階層」は第２条第２号で定義され，大統領令によっ

て，世帯月平均所得が全世帯月平均の１００分の６０以下の者，高年者雇用促進

法による高齢者，障害者雇用促進法による障害者，「性売買防止および被害

者保護等に関する法律」による性売買被害者，長期失業者など労働大臣が

脆弱階層と認定した者，となっている。このように韓国の社会的企業制度

は障害者に特化したものではない。

また，「社会サービス」とは，教育，保健，社会福祉，環境，文化の分野

のサービスその他これに準ずるサービスとして大統領令で定める分野のサー

ビスとされ，保育，芸術・観光・運動，山林保全・管理，看病・家事援助，

その他と多様である（第２条第３号）。

第８条に社会的企業の認証の条件が規定されている。施行令の関連規定

とともに重要な規定であり，同条第１項第１号から第８号の８項目の条件

をすべて備えなければならない。おもなものとして，指定の組織形態（第１

号），有給労働者を雇用しサービス等で営業活動を行うこと（第２号），これ

ら組織の目的が脆弱階層への雇用の場や社会サービスの提供といった社会

的目的の実現であること（第３号），利害関係者参加型の意思決定機関を備

えること（第４号），営業活動による収益が一定の基準以上であること（第
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５号），会計年度別に配分が可能な利潤が発生した場合にはその３分の２以

上を社会的目的に使用すること（商法上の会社人に該当する場合のみ）（第７号），

といったものである。このなかでもとくに重要であると思われるものにつ

いて施行令の関連規定とともにみてみたい。

まず，組織形態である。民法上の法人・組合，商法上の会社，大統領令

で定める非営利民間団体などであり，非営利団体には公益法人や非営利民

間団体，社会福祉法人や生活協同組合が含まれる（第８条第１項第１号，施

行令第８条）。

同第３号の「社会的目的」については，「社会的目的」の実現の判断基準

が施行令第９条に定められており，整理すると以下の五つの類型がある（３３）。

�「就労提供型」：組織のおもな目的が脆弱階層に雇用の場を提供するもの
（全体の就業者のうち，脆弱階層の雇用比率が５０％以上（２０１３年１２月３１日まで３０％

以上））。�「社会サービス提供型」：組織のおもな目的が脆弱階層に社会サー
ビスを提供するもの（全体のサービス利用者のうち，脆弱階層の利用者比率が５０％

以上（２０１３年１２月３１日まで３０％以上））。�「混合型」：組織のおもな目的が脆
弱階層に雇用の場の提供と社会サービスの提供の双方が混合しているもの

（全労働者に占める脆弱階層の雇用比率，および全利用者に占める脆弱階層の利

用者の比率が，各 ３々０％）。�「その他型」：社会的目的実現の当否が上記の
各号の条件で判断するのが困難な場合に社会的企業育成委員会で決定する

もの。�「地域社会貢献型」：２０１１年に新設された類型で，地域社会住民の
生活の質の向上に寄与するもの。２０１１年時点でこの類型に該当する社会的

企業はまだ存在していない。

つぎに，社会的企業への財政上・税務上の支援についてである。これは

保護雇用としての社会的企業の在り方における核心部分のひとつである。

五つの支援類型について紹介する（３４）。

ひとつ目に認証に向けた支援がある。二つ目に経営コンサルティング支

援である。支援対象コンサルティング分野としては，基礎コンサルティン

グ，内部経営専門家の養成，経営革新コンサルティングなどがあり，費用

面では自己負担が１０％の場合は最高年間１０００万ウォンで３年間，総額３０００万

ウォンまで，自己負担が２０％の場合は，年間２０００万ウォンで３年間，総額
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３０００万ウォンまでの支援がある。三つ目に人件費の支援である。専門人員

の場合，原則として企業当たり３名を上限に最大３年間，人件費の一部と

して１ヵ月１５０万ウォンが支援される。給与の一部は企業の自己負担となり，

自己負担率も１年ごとに上がる仕組みとなっている。これとは別に，社会

的企業が政府の事業である「社会的雇用事業」に参加し，脆弱階層の者を

雇用した場合，一人当たりの人件費月額８３万７０００ウォン，社会保険料とし

て人件費の８．５％が１年間補てんされる（評価を通じてさらに１年延長が可能）。

三つ目にアカデミー支援と呼ばれる教育的支援，四つ目にソーシャルベン

チャー（Social Venture）支援といわれる支援がある。これは，社会問題の解

決のための革新的なアイディアを商業化するための企業であり，これをモ

デルとした支援である。

また，施設費の補助や融資（第１１条），政府部門等による優先購買（第１２条），

租税の減免や社会保険料の補助などの優遇措置（第１３条）財政上の支援（第

１４条）が受けられる。たとえば，租税減免については，法人税・所得税につ

いて認証後４年間５０％の減免が可能である。

このように，公的な賃金補てん，優遇税制，公共企業による優先購買制

度など，多種多様な施策によって社会的企業の育成を図っている。

３．小括

社会的企業育成法の施行による制度の導入以来，社会的企業が増大して

いることから，新たな雇用形態のひとつとして韓国社会に位置を固めつつ

ある。これは，賃金補てん等の公的な支援の影響とともに，社会的目的の

ために事業を行っている社会的企業に対する肯定的な見方が影響している

ように思われる。

また，このような開かれた労働市場において「働くこと」に制約のある

一定の集団に対して公的資金による賃金補てんによって最低賃金適用等を

確保しつつ労働法規の適用を保障する社会的企業制度は，福祉制度と労働

制度の溝を埋める対案のひとつとなるだろう。日本には，いわゆる福祉的

就労の場にいる障害者が１７万人もおり，訓練という名目で１～２万円とわ
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ずかな工賃が支給される一方，そこに通い，利用するために施設利用料を

納めなければならないという問題が発生している。また，賃金補てん制度

が導入された場合，賃金補てんを受ける人とそうでない人との不平等の問

題が生じる。韓国においてどのような議論があったのか詳細な資料は残念

ながら入手できていないが，政策責任者が雇用の場を増やすという強い意

志からこの制度の導入を選択した，と聞く（３５）。日本における議論（３６）との関

係では，社会的企業における支援の対象者の範囲として，韓国のような脆

弱階層全般の雇用確保をめざすのかあるいは障害者だけなのか，という大

きな違いも浮かび上がる。しかし大阪府箕面市のように，すでに市の単独

事業で実施している先進事例も存在することもあり，検討するにあたって

は隣国の事例も参考になろう。

課題も多い。第１に，支援の期間である。３，４年後に一般企業として

市場へ参入することを前提にそれまでの期間を支援するというのが現行の

社会的企業の制度である。認証期間内に一般企業として「離陸」できずに

いる社会的企業も多く存在するという。この現状は支援の期間が短すぎる

ことを物語っており，支援期間を一定程度長くすることにより，企業とし

てしっかりとした土台作りを行うことができ，再認証手続きにかかる時間

や経費などの無駄もある程度省くことができるのではないか。今後，法制

度の目的に合わせた制度の見直しが必要であると思われる。

第２に，一般企業と社会的企業の賃金の格差の問題である。たとえば，

筆者が調査した正立電子（３７）の場合，最低賃金（９０万３０００ウォン）で主任が１０５

万ウォン，代理（係長）１２０万ウォン，課長１４０万ウォン，次長１６０万ウォン，

この上の職位の技術者障害者２３０万ウォンと職位によって給料の差がつくが，

これらの数字は一般の企業の水準からみるとかなり低いレベルにとどまっ

ている。これでは，大きな社会目標である格差是正にはなお遠いと言わざ

るを得ない。また，社会的企業における非正規職員の比率が７３％にのぼり，

労働契約期間に定めのある労働者の９８．８％が１年未満の労働契約をしてい

るとの報告もある（姜・落合［２０１１：４８］）。これでは，社会的企業の制度の

趣旨にそぐわない状況であるといわざるを得ない。

さらに，障害者の雇用の場の確保を目的としてきた作業所等が社会的企
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業になった場合には，生産性において，社会的企業同士の競合，つまり障

害者ではない他の脆弱階層との競合が憂慮される。また，社会的企業の認

証を受けると，社会的企業で働く障害者は制度上障害者雇用促進法上の障

害者とみなされなくなり，法定雇用率の達成率と連動している雇用奨励金

がその分減ってしまい，生産性等の問題から，社会的企業が障害者の雇用

を忌避する傾向があるという問題が指摘されている（３８）。社会的企業の社会

的目的の実現や雇用の確保といった観点から，障害者雇用促進法の柔軟な

運用が必要になると思われる。

第５節 その他の障害者雇用のための法制度

１．優先購買制度

本章では詳細にふれることができないが，障害者を雇用する事業所の製

品を優先的に購買する制度が二つ存在する。ひとつめは一般就労が困難な

重度障害者の雇用促進を目的とした「重度障害者生産品優先購買特別法」

（ ）（以下，特別法）で２０１０年に立法化された。

これは，重度障害者生産品施設に指定された施設の製品を政府機関や公共

企業が優先的に購入する制度である。２０００年から「障害者生産品優先購買

制度」として実施していたものを法定化したものである。概略を説明する

と，保健福祉省から指定を受けた重度障害者生産品施設で生産された製品

を公共機関がその総購買額の１％以上，優先購買しなければならないとい

うもので，２０１１年から実施されている。同施設の指定を受けるには，�物
品の生産またはサービスの提供過程に参加する障害者が５名以上，�全労
働者に占める障害者の比率が７０％以上かつ障害を持つ労働者のなかで重度

障害者が６０％以上，�物品の生産またはサービス提供の過程における総労
働時間で，障害者の労働時間が５０％以上，という四つの条件をすべて満た

さなければならない。

二つめは，一般的には「中小企業製品購買促進及び販路支援に関する法
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律」（ ）という法律に基づく制

度であり，社会的企業の製品の優先購買を促進させるための制度的根拠と

なっている（社会的企業育成法第１２条）。これらの制度は一般企業と比較して

生産性と販路の開拓力にどうしても劣る傾向のある障害者を雇用する事業

所にとっては非常に有益である。先述の正立電子は LED照明の生産と販路

確保によって優秀社会的企業とされたとのことだが，これにはこれらの制

度（正立電子の場合は中小企業製品優先購買制度）が大きな役割を果たしてい

る。

しかし問題も出ているようだ。政府機関等では製品の質等の差があるた

めに，特別法による障害者の事業所の製品よりは社会的企業育成法等に適

用される中小企業製品を使う傾向があるとも聞く（３９）。逆に，社会的企業が

重度障害者生産品施設の指定を受けることができないので，社会的企業に

不利に働くというおそれも指摘されている（姜・落合［２０１１：４７］）。

２．福祉法制度上の「働く場」としての作業所

韓国には一般企業や社会的企業以外にも福祉法制度上の障害者の「働く

場」も存在する。日本の障害者自立支援法上の就労継続支援事業等に該当

するものである。

障害者福祉法第５８条第１項第３号に「障害者職業リハビリテーション施

設とは一般雇用が困難な障害者が特別に準備された職業環境において職業

訓練を受け，あるいは職業生活を営為することができる施設をいう」と定

義されており，障害者福祉法施行令第４１条の別表４でその種類と機能を以

下のように規定する。

カ．障害者保護作業所（ ）：職業能力が低い障害者に対し

て，職業能力の向上，職務機能の向上，訓練及び保護的条件で勤労

の機会を提供し，有産的な賃金を支給し，障害者勤労事業所や競争

雇用への移行のための役割をする施設

ナ．障害者勤労作業所（ ）：職業能力はあるものの移動及

びアクセス，社会的制約等により就業が困難な障害者に対して勤労
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の機会を提供し，最低賃金以上の有産的賃金を支給し，競争雇用へ

の移行のための役割をする施設

（日本語訳は筆者）

ところで，２０１１年１０月，この制度に今後大きな変化をもたらすことにな

る裁判の判決が下された（４０）。障害者保護作業所の障害者が自らの労働者性

の認定を求めて起こした「最低賃金適用除外不認仮処分取り消し」訴訟に

おいて原告勝訴の判決が下ったのである。現在約４００ほどの障害者職業リハ

ビリテーション施設が存在するが，大部分は最低賃金を払わない障害者保

護作業所の形態で運用されており，多くの障害者が２０万ウォン程度の非常

に低い賃金しか支給されていないのが実情である。しかし，１０月１９日，ソ

ウル行政裁判所行政１１部において，一定の労働時間，４大保険（国民年金，

健康保険，雇用保険，労災保険）の加入などの条件はつけたものの，当該保護

作業所の障害者の労働者性を認定する判決を下し，原告に対して障害をも

つ労働者に支払うべき雇用奨励金の支給を雇用労働省に命じたのである。

今後の動向が大いに注目される。

おわりに

以上，韓国の障害者雇用制度について，伝統的な雇用割当制度，福祉法

制度上の「働く場」としての作業所，差別禁止法制度，社会的企業という

保護雇用制度を中心に検討してきた。総じて韓国の障害者雇用制度は，１９８０

年代に雇用促進制度など日本の制度を導入しながら発展してきたが，２０００

年以降は既存の制度と並行して，世界の先進的な流れを取り入れて多様な

制度が構築され運用されている。こうした多様な障害者雇用を支える仕組

みは，日本を含むアジア地域において今後の制度設計に大いに役立つと思

われる。しかし，各節のまとめの部分でもふれたとおり課題も多い。

韓国は所得保障などの社会福祉制度を雇用制度によって代替させるべく

雇用創出政策を推進してきた。しかし，国民の感覚においては格差はまっ

たく縮まっておらず，社会福祉に対する投資を増やすべきであるという世

48



論が高まっている（たとえば姜・落合［２０１１：５０］）。また社会的企業について

は，一定程度国民の支持を得ているようであるが，一方では支援期間があ

まりに短期であり，雇用状態も決して安定していないということが指摘さ

れている。本来の社会的企業の目的である社会統合（social inclusion，「社会

包摂」と訳されることが多い）を達成するためにも，社会全体のセーフティー

ネット，障害者の分野でいえば障害基礎年金の充実を図るべきである。

さまざまな課題を抱えながらも社会全体で雇用の創出に取り組んでいる

韓国の経験は他の国に大いに参考になる。障害者雇用の分野における social

inclusionとは「社会が障害者を排除せずにきちんと受け入れてともに働け

るようにすること」である。今後，日本を含む各国の障害者雇用の施策の

基礎として，法制度の目的等の根幹部分に明確に埋め込まれていくべきだ

ろう。

［注］
�１ 韓国では「障害者」を「障碍人」（ ）と表記する。日本ではさまざまな議論

があり，本章では一般的に使用されている「障害者」という表記を，翻訳等も含
め採用する。

�２ １９５５年に採択された ILO Recommendation Concerning Vocational Rehabilitation
of the Disabled Recommendation : R０９９（身体障害者の職業更生に関する勧告９９号）
のⅧの規定を参考に，筆者が保護雇用の概念を整理したものである。

�３ EU諸国の障害者雇用に関する法制度については，指田［２００７］，また，EUの差別
禁止法制度の整備状況等については引馬［２０１０a，２０１０b］などを参照。

�４ 知識経済省が２０１１年１２月５日付けで発表した２０１１年１２月輸出入動向（暫定値）
で，２０１１年の輸出額（通関基準）が５５７８億ドルで輸入額が５２４５億ドルとされ，輸
出額では世界第７位，輸入額は世界第９位を記録する模様である。大韓貿易協会
のウェブサイトを参照（http : //stat.kita.net/，２０１２年１月３日アクセス）。

�５ ２０１０年に労働部門の管轄省庁名が労働省（ ）から雇用労働省（ ）
に改変されたことも例として挙げられよう。

�６ OECDのウェブサイトを参照（http : //www.oecd.org/document/９/０，３７４６，en_
２６４９_３３９３３_３８１４１３８５_１_１_１_１，００.html ２０１２年７月１０日アクセス）。

�７ 障害年金制度については，保健福祉省のウェブサイトを参照（http : //www.mw.
go.kr/front_policy/lf/slf０１０２vw.jsp?PAR_MENU_ID=０６＆MENU_ID=０６２３０８０３&page
=１＆CONT_SEQ=２６２９６２＆SEARCHKEY=&SEARCHVALUE=&SCH_SILKUK_ID=
&SCH_DEPT_ID ２０１２年１月５日アクセス）。

�８ 内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部は２００９年１２月８日に設置

第１章 韓国の障害者雇用制度

49



され，障がい者制度改革推進会議の設置が同年１２月１５日に推進本部長より決定さ
れた。それにともない内閣府に障がい者制度改革推進会議担当室が設けられ，担
当室長に弁護士で大学教員であった東俊裕氏が内閣府本府参与として任命された。
２０１１年１１月まで１回について約４時間の会議を３６回開催している。関連閣議決定
や会議資料等については内閣府ウェブサイトを参照（http : //www８.cao.go.jp/shougai
/suishin/kaikaku/kaikaku.html#bukai）。

�９ 障がい者制度改革推進会議の議論をまとめたものとしては，まず，２００９年６月７
日に取りまとめられた「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」（第一次意
見）がある。雇用・労働分野は pp１３―１６。さらに，同年１２月２１日に「障害者制度改
革の推進のための第二次意見」が取りまとめられた。雇用・労働分野は pp．３０―３２
を参照。内閣府ウェブサイトにて参照できる。
第一次意見（http : //www８.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/pdf/iken１−１.pdf）。
第二次意見（http : //www８.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/pdf/iken２−１.pdf）。

�１０ 障害者権利条約の日本語訳については，「障害者の権利に関する条約（２００９年政府
仮訳）」（松井亮輔他編『概説 障害者権利条約』法律文化社，pp３４５―３６３，２０１０年）
を使用。これは２００９年３月に出されたもので，JDF（日本障害フォーラム）等が
「政府公定訳案」として使用しているものと同一のものである。また，障害者権
利条約の雇用・労働に関する論文として，松井［２００８］，崔［２０１０a］。

�１１ 韓国統計庁のウェブサイト「国の指標」を参照。http : //index.go.kr/egams/stts
/jsp/potal/stts/PO_STTS_IdxMain.jsp?idx_cd=２７６８（２０１２年７月１０日アクセス）

�１２ （韓国障害者雇用公団雇用開発院）［２０１０b：１１―
１２］等をおもに参考にした。

�１３ 本章で言及する韓国の法律の韓国語原文は，韓国法制処（Ministry of Government
Legislation）の国家法制情報センターのウェブサイトを参照（http : //www.law.go.
kr/LSW/main.html ２０１２年１０月２２日アクセス）。その他，日本語訳は崔。障害者差
別禁止法の日本語訳としては崔仮訳［２０１１］。

�１４ ２０１０年１０月６日の雇用労働省におけるインタビュー等による。
�１５ 正式名称は （韓国障害者雇用公団）。２００９年８月障害者雇用促

進法改正以前は， （韓国障害者雇用促進公団）。
�１６ ２００８年度時点での日本のダブルカウントの対象は，重度の身体障害者および知的

障害者で，１週間の所定労働時間が３０時間以上，となっている。精神障害者はダ
ブルカウントの対象ではない。

�１７ 日本の障害者雇用促進法と障害者権利条約に関する論考として山田［２００９：１１―１２］。
�１８ ２０１０年１０月５日の障害者雇用公団雇用開発院でのインタビュー等による。
�１９ たとえば日本の厚生労働省［２００９］厚生労働省のウェブサイトを参照（http : //

www.mhlw.go.jp/stf/houdou/２r９８５２００００００２i９x−img/２r９８５２００００００２ibf.pdf ２０１２年
１月２０日アクセス）。これによれば重度身体障害者，重度知的障害者の雇用は増加
している。

�２０ 関連で崔［２０１０a］，杉原［２００９］。
�２１ ２０１０年１０月６日の雇用労働省におけるインタビュー等による。
�２２ ２０１１年６月１日現在で特例子会社の認定を受けている企業は３１９社，これらの特例
子会社に雇用されている障害者の数は，１万６４２９．５人（厚生労働省［２０１１］）。こ
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のうち，身体障害者は８，１６８．５人，知的障害者は７，５９４．５人，精神障害者は６６６．５人。
�２３ 本章で言及される障害者差別禁止法制定の経緯，内容等については崔［２０１０b］。
�２４ 国家人権委員会について簡潔にまとめたものとして崔［２０１０b：３２―３４］参照。
�２５ 韓国語原文は （陳情）であるが，法制度の趣旨に沿って「申立て」と訳す。
�２６ 障害者権利条約における障害に基づく差別の三類型については東［２００８］。
�２７ 障害者差別禁止法施行令の別表１は以下の通りである。

事業所の段階的範囲（施行令第５条関連）
１．常時３００人以上の労働者を使用する事業所と国家及び地方自治体：法施行後１
年を経過した日（２００９．４．１１）

２．常時１００人以上３００人未満の労働者を使用する事業所：法施行後３年が経過し
た日（２０１１．４．１１）

３．常時３０人以上１００人未満の労働者を使用する事業所：法施行後５年が経過した
日（２０１３．４．１１）

�２８ 申立件数が前掲の数字と異なる点については，前掲の数字に含まれていない他の
領域の案件が含まれている可能性がある。今後，明確にする必要がある。

�２９ 藤井［２００８］。藤井によれば，障害者就労分野では就労と福祉が分断されており，
それを「二分法モデル」と呼び，障害や労働能力に応じて雇用政策と福祉政策が
連続的に変化する「対角線モデル」への移行を主張している。

�３０ 福祉的就労と労働の問題についての研究報告書として「福祉的就労分野における
労働法適用に関する研究会編 報告書―国際的動向を踏まえた福祉と雇用の積極
的融合へ―」（福祉的就労分野における労働法適用に関する研究会［２０１０］）。

�３１ 英語の表記は「social enterprise」である。雇用労働省関連団体である韓国社会的
企業振興院（以下，社会的企業振興院）のホームページを参照。（http : //
socialenterprise.or.kr/index.do ２０１２月１月２０日アクセス）

�３２ 社会的企業振興院ホームページを参照。（http : //socialenterprise.or.kr/kosea/
company.do ２０１２月１月２０日アクセス）

�３３ 社会的企業振興院ホームページを参照。（http : //socialenterprise.or.kr/index.do
２０１２月１月２０日アクセス）

�３４ 社会的企業振興院ホームページを参照。（http : //socialenterprise.or.kr/kosea/
example.do ２０１２年１月２０日アクセス）

�３５ ２０１１年１０月３１日の社会的企業振興院における担当者へのインタビューによる。
�３６ ２０１１年８月に取りまとめられた障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の骨格提
言では，障害者自立支援法に代わる新しい「障害者総合福祉法」（仮称）における
障害者の働く場を新たにそれまでの事業から「障害者就労センター」と改変し，
これらの実施のために試行事業を行い，労働法の適用や賃金補てん等によって最
低賃金の確保を目指すことが謳われている。詳細は厚生労働省のホームページを
参照。（http : //www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/index.html）。

�３７ １９８９年，障害者勤労作業施設として設立され，社会福祉法人韓国小児麻痺協会が
運営法人である。韓国最大の障害者福祉工場であり，コンピュータ周辺機器，電
子製品や LED製品の生産・組立てを行っている。総従業員数９３人のうち障害者が
６９人となっており，すべての労働者は最低賃金以上の給与を支給されている。

�３８ ２０１０年１０月７日，２０１１年１１月１日の正立電子訪問調査でのインタビューによる。
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�３９ ２０１１年１１月１日の正立電子訪問調査でのインタビューによる。
�４０ インターネットの報道による。（http : //blog.naver.com/１２wb/８０１４４２９５０９９ ２０１２
年１月２０日アクセス）
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約と日本─概要と展望─』生活書院 １１―３４ページ）。

姜美羅・落合俊郎［２０１１］「韓国の社会的企業の現状と課題」（『特別支援教育実践センター
研究紀要』第９号 広島大学大学院教育学研究科付属特別支援教育実践センター
３９―５０ページ）。

厚生労働省［２００９］プレスリリース資料『厳しい雇用情勢の中，民間企業の障害者雇用
は進展（平成２１年６月１日現在の障害者雇用状況について）』（厚生労働省 職業安
定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課 平成２１年１１月２０日）。

厚生労働省［２０１１］プレスリリース資料「平成２３年障害者雇用状況の集計結果」（厚生労
働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課 平成２３年１１月２５日）。

崔栄繁［２０１０a］「労働と雇用」（松井亮輔ほか編著『概説障害者権利条約』法律文化社
２７１―２８１ページ）。

――［２０１０b］「韓国の障害者法制―障害者差別禁止法を中心に―」（小林昌之編『アジア
諸国の障害者法―法的権利の確立と課題―』研究双書No．５８５ 日本貿易振興機構ア
ジア経済研究所 ２９―６３ページ）。

――［２０１１］『韓国の障害者差別禁止法制』内閣府ホームページ（２０１１年５月１３日 内閣
府障がい者制度改革推進会議差別禁止部会発表資料 ８―３９ページ）（http : //www
８．cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_４/pdf/s２．pdf ２０１２年９月２４日アク
セス）。

指田忠司［２００７］「差別禁止法制の展開と雇用割り当て制度の変容」（障害者職業総合セ
ンター編『EU諸国における障害者差別禁止法制の展開と障害者雇用施策の動向』調
査研究報告書 No．８１ ４２―５７ページ）。

白井京［２００８］「韓国における格差問題への対応―非正規職保護法と社会的企業育成法―」
（国立国会図書館調査及び立法考査局編『外国の立法』第２３６号 １２３―１３４ページ）。

杉原努［２００９］「障害者雇用率制度における『ダブルカウント方式』の考察」（『Core
Ethics』第５巻 ２１７―２２８ページ）。

鄭喜慶［２００７］「韓国における障害者運動史（１９５０年～２００７年）」（障害学会第４回大会
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京都 立命館大学２００７年９月１６―１７日 資料）。
東俊裕［２００８］「障害に基づく差別の禁止」（長瀬修ほか編著『障害者の権利条約と日本

─概要と展望─』生活書院 ３５―７２ページ）。
引馬知子［２０１０a］「EUの保護雇用にかかわる現状と法政策の方向性―障害のメインスト

リーム化と就労支援・労働者保護―」（福祉的就労分野における労働法適用に関する
研究会編 『福祉的就労分野における労働法適用に関する研究会報告書―国際的動
向を踏まえた福祉と雇用の積極的融合へ―』１３６―１５８ページ）。

――［２０１０b］「国連障害者権利条約の EU正式確認―複層的な人権保障システムの誕生―」
（『自由と正義』第６１巻第７号７月 １５―２５ページ）。

藤井克徳［２００８］「対角線モデルの牽引者に―社会福祉の立場から―」（『職業リハビリテー
ション』第２２巻第１号 ５４―５８ページ）。

松井亮輔［２００８］「労働」（長瀬修ほか編著『障害者の権利条約と日本─概要と展望─』
生活書院 １６７―１８４ページ）。

山田耕造［２００９］「障害者権利条約と我が国の障害者の一般雇用施策関係法の問題点と課
題」（『労働法律旬報』第１６９６号 ５月下旬 １４―１５ページ）。

＜ハングル文献＞
（国家人権委員会）［２０１０a］「 」（「障害差別 決定例

集」）。
――［２０１０b］「「 」 ２ 」（「障害者差別禁止法」施行
２周年記念討論会 資料）。

――［２０１１］「「 」 ３ 」（「障害者差別禁止法」施行
３周年記念討論会 資料）。
（キムドンジュ）［２００９］「 」（「障害
者職業リハビリテーション施設と社会的企業の発展方向」）（

， 『
』）（パクウンス，障害友権益問題研究所，ソウル市障害者職業

リハビリテーション施設協会編『障害者労働統合型社会的企業の方向性の模索のた
めの政策討論会資料』pp．３―２７）。

（労働省・韓国障害者雇用促進公団雇用開発
院）［２００９］『 』（「障害者統計」）。

（保健福祉省）［２００８］『 」
』（「障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律 解説書」）。

――［２００９］「 」（障害者差別改善モニ
タリングシステム構築のための政策研究）。
（チャンウォンボン）［２００９］「

― （ ） 」（「障害者のための労働統合社会的企業の
役割と展望― 労働省の（認証）社会的企業を中心に」）（

，
）（パクウンス，障害友権益問題研究所，ソウル市障害者職業リ

ハビリテーション施設協会編『障害者労働統合型社会的企業の方向性の模索のため
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の政策討論会資料』pp．３１―６２）。
（韓国障害者雇用公団雇用開発院）［２０１０a］『
』（「障害者雇用政策の財源合理化の方策」）。

――［２０１０b］「 」（「論議でひも解く障害者雇用政策」）
（ ，２０１０．８．３０）（雇用労働省―雇用開発院
政策懇談会資料 ２０１０．８．３０）。

――［２０１０c］『 ２０ 』（「障害者雇用政策２０年の評価と
未来の戦略」）。
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